
３ 人事委員会の報告について 

 ⑴ 職員の競争試験及び選考の状況 

ア 競争試験 

（ア） 採用試験 

ａ 試験実施概要 

試 験 の

種 類 
試 験 区 分 受 験 資 格 

試 験 日 程 試 験 内 容 

受 付 

期 間 

第 １ 次 

試 験 

第 ２ 次 

試 験 
第１次試験 第２次試験 

大 学 卒

業 程 度

試験 

行政Ｂ（面

接重視型） 

平成６（1994）

年４月２日から

平成14（2002）

年４月１日まで

に生まれた者若

しくは平成 1 4

（2002）年４月

２日以降に生ま

れた者で、学校

教育法による大

学を卒業した者

又 は 令 和 ６ 

３月１日

から 

同月24日

まで 

４月15日 ５月 20日

から 

同月24日 

まで 

基礎能力試験 

 択一式 70分 

（ＳＰＩ３（基

礎能力検査・性

格検査）） 

自己アピール論

文試験 

人物試験 

 自己ＰＲ型面

接 

 個別面接 

 集団討論 

  （2024）年３月

31日までに卒業

見込みの者 

     

保健師Ｂ・

農 学 （ 農

業・畜産）

Ｂ ・ 林 業

Ｂ・総合土

木Ｂ 

[総合土木Ｂ] 

平成６（1994）

年４月２日から

平成14（2002）

年４月１日まで

に生まれた者若

し く は 平 成 14

（2002）年４月

２日以降に生ま

れた者で、学校

教育法による大

学を卒業した者

又 は 令 和 ６

（2024）年３月

31日までに卒業

見込みの者 

[総合土木Ｂ以

外] 

同上 同上 ５月 27日

から 

同月29日 

まで 

基礎能力試験 

 択一式 70分 

（ＳＰＩ３（基

礎能力検査・性

格検査）） 

人物試験 

 個別面接 

 専門口述試験 

論文試験 

保健師Ｂ・

農学(農業・

畜産)Ｂ・林

業Ｂ・総合

土木Ｂ・少

年補導Ｂ 

９月15日

から 

10月 20日

まで 

11月 18日

から 

同月19日 

まで 

－ 基礎能力試験 

 択一式 70分 

（ＳＰＩ３（基

礎能力検査）） 

論文試験 

人物試験 

 個別面接 

 専門口述試験 

適性検査 

－ 

化学Ｂ・林

業Ｂ・総合

土木Ｂ 

11月 24日

から 

12月 21日

１月13日 － 基礎能力試験 

 択一式 70分 

（ＳＰＩ３（基

－ 



平成３（1991）

年４月２日から

平成14（2002）

年４月１日まで

に生まれた者若

し く は 平 成 14

（2002）年４月

２日以降に生ま

れた者で、学校

教育法による大

学を卒業した者

又 は 令 和 ６

（2024）年３月

31日までに卒業

見込みの者 

まで 礎能力検査）） 

論文試験 

人物試験 

 個別面接 

 専門口述試験 

適性検査 

行政Ａ・化

学・心理・

児童福祉・

保健師Ａ・

食品衛生・ 

［行政Ａ・総合

土木Ａ］ 

平成６（1994）

年４月２日から

平成14（2002） 

４月 21日

から 

５月19日

まで 

６月18日 ７月 15日

から 

同月 19日

まで 

教養試験 

  五肢択一式 

  50問150分 

専門試験 

  五肢択一式 

人物試験 

 個別面接 

 集団討論 

  (行政Ａのみ) 

論文試験 

 

管 理 栄 養

士・農学(農

業 ・ 畜 産 )

Ａ ・ 林 業

Ａ・水産・

総 合 土 木

Ａ・建築・

機 械 ・ 電

気・埋蔵文

化財保護・

警察事務・

少年補導 

年４月１日まで

に生まれた者若

し く は 平 成 14

（2002）年４月

２日以降に生ま

れた者で、学校

教育法による大

学を卒業した者

又 は 令 和 ６

（2024）年３月

31日までに卒業

見込みの者 

［行政Ａ・総合

土木Ａを除く試

験区分］ 

平成３（1991）

年４月２日から

平成14（2002）

     40問120分 

  五肢択一式 

  48問から40問 

  自由選択120

分 

  （ 総 合 土 木

Ａ） 

  五肢択一式 

  55問から20問 

  自由選択90分 

  （農学Ａ・警

察事務） 

  択一式及び 

  記述式 120

分 

  （埋蔵文化財

保護） 

性格検査 

筆記実技試験 

（建築のみ） 



 

建築・電気 年４月１日まで

に生まれた者若

し く は 平 成 14

（2002）年４月

２日以降に生ま

れた者で、学校

教育法による大

学を卒業した者

又 は 令 和 ６

（2024）年３月

31日までに卒業

見込みの者 

９月15日

から 

10月 20日

まで 

11月 19日

から 

同月20日

まで 

－ 教養試験 

 五肢択一式 

 40問120分 

専門試験 

 五肢択一式 

  30問120分 

人物試験 

 個別面接 

論文試験 

適性検査 

筆記実技試験 

（建築のみ） 

－ 

高 校 卒

業 程 度

試験 

総合土木・

建築・電気 

平成14（2002）

年４月２日から

平成18（2006）

年４月１日まで

に 生 ま れ た 者

（ただし、学校

教育法による高

等学校在学中の

者を除く） 

４月21日

から 

５月19日

まで 

６月18日 ７月19日 教養試験 

 五肢択一式 

 40問120分 

専門試験 

 五肢択一式 

  35問105分 

 （ 総 合 土

木） 

 五肢択一式 

  30問90分 

 （建築・電

気） 

性格検査 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般事務・

総合土木・

建 築 ・ 機

械・電気・

学校事務Ａ,

Ｂ(出雲)・

学校事務Ａ,

Ｂ(石見)・

警察事務 

［学校事務Ａ] 

平成６（1994）

年４月２日から

平成14（2002）

年４月１日まで

に生まれた者 

[学校事務Ａ以

外] 

平成14（2002）

年４月２日から

平成18（2006）

年４月１日まで

に生まれた者 

７月26日

から 

８月25日

まで 

９月24日 10月 23日

から 

同月 25日

まで 

教養試験  

 五肢択一式 

 50問120分 

専門試験 

 五肢択一式 

 40問120分 

 （総合土木・

建築・機械・電

気） 

性格検査 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

資 格 免

許 職 試

験 

臨床検査技

師 

平成７（1995）

年４月２日以降

に 生 ま れ た 者

４月21日

から 

５月19日

６月18日 ７月19日 教養試験  

 五肢択一式 

 50問150分 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 



で、臨床検査技

師の免許を有す

る者（取得見込

み含む） 

まで 専門試験 

 五肢択一式 

 40問120分 

性格検査  

７月26日 ９月24日 10月23日 教養試験  人物試験 

から 

８月25日

まで 

   五肢択一式 

 50問150分 

専門試験 

 五肢択一式 

 40問120分   

性格検査   

 個別面接 

作文試験 

 

診療放射線

技師 

平成７（1995）

年４月２日以降

に 生 ま れ た 者

で、診療放射線

技師の免許を有

する者（取得見

込み含む） 

４月21日

から 

５月19日

まで 

６月18日 ７月19日 教養試験  

 五肢択一式 

 50問150分 

専門試験 

 五肢択一式 

 40問120分 

性格検査   

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

経 験 者

採 用 試

験 

 

 

 

行政 

 

 

 

 

 

昭和45（1970）

年４月２日から

平成６(1994)年

４月１日までに

生まれた者 

 

８月１日

から 

９月22日

まで 

 

 

10月15日 

 

 

 

 

 

11月 25日

から 

同月 27日

まで 

 

 

教養試験 

五肢択一式 

50問120分 

自己アピール論

文試験 

性格検査 

人物試験 

 自己PR型面接 

 個別面接 

警 察 官

（ 大 学

卒 ・ 第

１ 回 ）

試験 

10月採用男

性 ・10月採

用女性  

平成元（1989）

年４月２日以降

に 生 ま れ た 者

で、学校教育法

による大学を卒

業した者（９月

30日までの卒業

見込者含む） 

３月６日

から 

４月14日

まで 

５月14日 ６月 11日

から 

同月 12日

まで 

教養試験 

五肢択一式 

50問150分 

身体検査 

体力検査 

特技加点 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

適性検査 

身体検査 



４月採用男

性・４月採

用女性・武

道 

［男性・女性］ 

平成２（1990）

年４月２日以降

に 生 ま れ た 者

で、学校教育法

による大学を卒

業した者（卒業

見込者含む） 

[武道] 

次のア及びイに

該当する者 

ア 平成９（19

97）年４月２日

以降に生まれた 

同上 同上 同上 教養試験 

五肢択一式 

50問150分 

身体検査 

体力検査 

（武道を除く） 

特技加点 

（武道を除く） 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

適性検査 

身体検査 

専門実技試験 

（武道） 

 男性で、学校教

育法による大学

を 卒 業 し た 者

（卒業見込者含

む） 

イ 柔道又は剣

道の段位３段以

上の者 

     

警 察 官

（ 大 学

卒 ・ 第

２回) 

試験 

男性・女性  ［男性・女性］ 

平成２（1990）

年４月２日以降

に 生 ま れ た 者

で、学校教育法

による大学を卒

業した者（卒業

見込者含む） 

５月15日

から 

６月14日

まで 

７月30日 

※豪雨の

影響で試

験日を変

更 

８月 29日

から 

同月 30日

まで 

教養試験 

五肢択一式 

50問150分 

身体検査 

体力検査 

特技加点 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

適性検査 

身体検査 

警 察 官

（ 高 校

卒 業 程

度) 

試験  

男 性 ・ 女

性 ・武道 

 

[男性・女性] 

平成２（1990）

年４月２日から

平成18（2006）

年４月１日まで

に 生 ま れ た 者

（ただし、学校

教育法による大

学を卒業した者

及び卒業見込み

の者を除く） 

７月26日

から 

８月25日

まで 

９月17日 

 

 

10月 29日

から 

同月 31日

まで 

教養試験 

五肢択一式 

50問120分 

身体検査 

体力検査 

（武道を除く） 

特技加点 

（武道を除く） 

人物試験 

 個別面接 

作文試験 

適性検査 

身体検査 

専門実技試験 

（武道） 



[武道] 

次のア及びイの

いずれにも該当

する者 

ア 平成９（19

97）年４月２日

から平成18（20

06）年４月１日

までに生まれた

男性（ただし、

学校教育法によ

る大学を卒業し

た者及び卒業見

込 み の 者 を 除

く） 

  イ 柔道又は剣

道の段位３段以

上 の 者 （ 柔 道

は、令和６（20

24）年３月31日

までに高校卒業

見込みの者に限

り、段位２段以

上） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b　試験実施結果

水 産

総 合 土 木 Ａ

建 築

保 健 師 Ａ

食 品 衛 生

管 理 栄 養 士

農 学 Ａ

林 業 Ａ

総 合 土 木 Ｂ

行 政 Ａ

化 学

心 理

児 童 福 祉 100.0%

2.5

1.0 2

2

122

5

2

5

2

2

2

12.050.0%

40.0%

1.6 6

49 48 28 49.1% 2.0 21

10

21 19 13 61.9%

9

23.231.3%5

5

30 14 42.4% 2.4

19

26.515.4%2

40 18.2% 5.5行 政 Ｂ
( 面 接 重 視 型 ）

保 健 師 Ｂ

農 学 Ｂ

林 業 Ｂ

64

6

31

12

6220

2

12

4

79.1

100.0

82.5

100.0

50.0%1 2.0 1

1 100.0% 1.0 1

1 50.0% 2.0 0

2 33.3% 3.0 2

1

31.857.1%4

3

21.0100.0%2

5 5 4 80.0% 1.3

6 6

4 4

2 2

1 12.5% 8.0

1

6 6

1 1

1 1

91.3

48.3

50.0

83.3

100.0

16.7

50.0

62.5

100.0

100.0

38.9

40.0

85.7

220

13

33

16

21

57

2

5

2

5

2

8

7

12

2

2

6

2

1

2

7

2

278

13

40

16

23

118

4

6

2

8

2

8

18

5

7

採用者数
R6.5.1現在

第１次試験
合格者数（Ｃ）

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

最終合格者数
（Ｄ）

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

第２次試験
受験者数

1

試 験 区 分
試験
種類

大
 

学
 

卒
 

業
 

程
 

度
 

試
 

験

採用予定
人員

受験者数
（Ｂ）

受験申込者数
（Ａ）

11

26

1

2

2

3

1

1

4

3



採用者数
R6.5.1現在

第１次試験
合格者数（Ｃ）

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

最終合格者数
（Ｄ）

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

第２次試験
受験者数

試 験 区 分
試験
種類

採用予定
人員

受験者数
（Ｂ）

受験申込者数
（Ａ）

行政Ｂ（面接重視型）及び技術Ｂを除く試験区分・・・ 第１次試験：６月１８日　　第２次試験：７月１５日～１９日
１１月実施試験：１１月１９日～２０日（第２次試験なし）
行政Ｂ（面接重視型）・・・第１次試験：４月１５日　　第２次試験：５月２０日～２４日
技術Ｂ・・・第１次試験：４月１５日　第２次試験：５月２７日～２９日
１１月実施試験：１１月１８日～１９日（第２次試験なし）
１月実施試験：１月１３日（第２次試験なし）

化 学 Ｂ
（ １ 月 実 施 ）

林 業 Ｂ
（ １ 月 実 施 ）

総 合 土 木 Ｂ
（ １ 月 実 施 ）

合 計

保 健 師 Ｂ
（ １ １ 月 実 施 ）

農 学 Ｂ
（ １ １ 月 実 施 ）

林 業 Ｂ
（ １ １ 月 実 施 ）

総 合 土 木 Ｂ
（ １ １ 月 実 施 ）

少 年 補 導 Ｂ
（ １ １ 月 実 施 ）

埋 蔵 文 化 財 保 護

警 察 事 務

少 年 補 導

建 築
（ １ １ 月 実 施 ）

電 気
（ １ １ 月 実 施 ）

機 械

電 気

148 33.0% 3.0 97

0

1 50.0% 2.0 1

2 100.0% 1.0 1

2 100.0% 1.0 2

3 60.0% 1.7 2

1 50.0% 2.0 1

0

0

2 100.0% 1.0 1

1 20.0% 5.0 1

9 52.9% 1.9 8

1 50.0% 2.0 1

3 75.0% 1.3 24 4

1 1

243 234

71.4

100.0

40.0

100.0

100.0

70.8

50.0

100.0

100.0

2

2

2

4

1

5

2

17

2

100.0

80.0

55.6

448

100.0

71.5%

0

1

627

7

2

5

1

1

2

5

9

2

5

2

1

1

2

2

24

4

0

1

1

141

8

1

1

1

4 第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

2 2

15 15

3 3

大
 

学
 

卒
 

業
 

程
 

度
 

試
 

験

3

3

1

2

1

6

3



６月実施試験　第１次試験：６月１８日　　　第２次試験：７月１９日
９月実施試験　第１次試験：９月２４日　　　第２次試験：１０月２３日～２５日

最終合格者数
(Ｄ)

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

採用者数
R6.5.1現在

試 験 区 分
受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第２次試験
受験者数

高
 

校
　
卒
　
業
　
程
　
度
 

試
 

験

受験者数
(Ｂ)

受験申込者数
(Ａ)

採用予定
人員

第１次試験
合格者数（Ｃ）

試験
種類

11

2

1

1

1

1

2

2

5

36

3

0

0

56

13

学 校 事 務 Ｂ
（ 出 雲 地 区 ）

学 校 事 務 Ｂ
（ 石 見 地 区 ）

警 察 事 務

合 計

3

1

1

5

建 築

機 械

電 気

学 校 事 務 Ａ
（ 出 雲 地 区 ）

学 校 事 務 Ａ
（ 石 見 地 区 ）

総 合 土 木
（ ６ 月 実 施 ）

建 築
（ ６ 月 実 施 ）

電 気
（ ６ 月 実 施 ）

一 般 事 務

総 合 土 木

8

3

29

138

1

3

1

14

7

119 86.2%

5

8

3

23

100.0%

2

53

12

1

3

1

8

66.7%

100.0%

79.3%

42

12

1

3

1

4

4

6

3

16

100.0%

100.0%

57.1%

71.4%

100.0%

94.6%

92.3%

94

2 2

39

11

1

3

1

3

3

5

3

16

87 55 46.2% 2.2 36

1

22

11

1

3

1

1

1

3

2

2.4

1.1

9

50.0%

41.5%

91.7%

100.0%

100.0%

100.0%

12.5%

20.0%

37.5%

66.7%

39.1%

2.7

1.5

2.6

2.0

1

2

2

7

1.0

1.0

1.0

8.0

5.0

0

12

7

1

2

1

1



６月実施試験　第１次試験：６月１８日　　第２次試験　７月１９日
９月実施試験　第１次試験：９月２４日　　第２次試験　１０月２３日

採用者数
R6.5.1現在

資
 

格
 

免
 

許
 

職

受験者数
（Ｂ）

第１次試験
合格者数（Ｃ）

最終合格者数
（Ｄ）

第２次試験
受験者数

試験
種類

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

受験申込者数
（Ａ）

採用予定人員試 験 区 分
受験率
(Ｂ)/(Ａ)

臨 床 検 査 技 師
（ ６ 月 実 施 ）

診 療 放 射 線 技 師
（ ６ 月 実 施 ）

臨 床 検 査 技 師
（ ９ 月 実 施 ）

合 計

1

1

1

3 6 5 83.3% 5 3 2 40.0% 2.5 2

0

2

4

2

3

100.0%

75.0%

2

3

1

2

1

1

1

1

50.0%

33.3%

2.0

3.0



第１次試験：１０月１５日　　　第２次試験：１１月２５日～２７日

5.0 13

13

採用者数
R6.5.1現在

合 計 5 123 80 65.0% 43 40 16 20.0%

65.0% 43 40
経
 

験
 

者

行 政 5 123 80

試験
種類

試 験 区 分
採用予定

人員
受験申込者数

（Ａ）
受験者数

（Ｂ）
受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第１次試験
合格者数（Ｃ）

20.0% 5.0

第２次試験
受験者数

最終合格者数
（Ｄ）

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

16



大学卒（第１回）・・第１次試験：５月１４日　　第２次試験：６月１１日～１２日
大学卒（第２回）・・第１次試験：７月９日→７月３０日※豪雨のため実施日を変更　　第２次試験：８月２９日～３０日
高校卒業程度・・・・第１次試験：９月１７日　　第２次試験１０月２９日～１０月３１日

合 計

1

12

3

26

4

12

3

82

大 学 卒
第 １ 回
（ ４ 月 採 用 男 性 ）

大 学 卒
第 １ 回
（ ４ 月 採 用 女 性 ）

大 学 卒
第 ２ 回
（ 男 性 ）

大 学 卒
第 ２ 回
（ 女 性 ）

高 校 卒 業 程 度
（ 武 道 ）

採用者数
R6.5.1現在

警
 

察
 

官

試 験 区 分
試験
種類

受験申込者数
（Ａ）

採用予定
人員

受験者数
（Ｂ）

第１次試験
合格者数（Ｃ）

最終合格者数
（Ｄ）

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第２次試験
受験者数

大 学 卒
第 １ 回
（ 武 道 ）

大 学 卒
第 １ 回
（ １ ０ 月 採 用 男 性 ）

大 学 卒
第 １ 回
（ １ ０ 月 採 用 女 性 ）

高 校 卒 業 程 度
（ 女 性 ）

0

10 5 50.0% 5

高 校 卒 業 程 度
（ 男 性 ）

3

1

17

5 2 40.0% 2.5

47 37 78.7% 34 30 24 64.9% 1.5

66 25 37.9% 23 17 5 5.0

2

1 100.0% 1.0 1

12

2 1 50.0% 1 1

8 50.0% 2.0 6

220.0%

18 16 88.9% 12 11

3 30.0% 3.3 116 10 62.5% 6 4

2 2 100.0% 2 2 1 50.0% 2.0 1

19 48.7% 2.1 18

16 15 93.8% 12 12 8 53.3% 1.9 8

50 39 78.0% 31 30

71 47.3% 2.1 51227 150 66.1% 126 112



イ 選考 

(ア) 採用選考 

ａ 適用根拠規定状況 

部 局   

規 定 
知事部局 病院局 教育委員会 警察本部 委員会等 計 

職

員

の

任

用

に

関

す

る

規

則
 

第 

14 

条 

第 

１ 

号 

細則第７条第１号・

２号・８号 

(行政職３級以上・公

安職４級以上) 

人 

30 

(９) 

人 

１ 

人 

１ 

人 

13 

(13) 

人 

１ 

人 

46 

(22) 

細則第７条第３号 

(海事職) 
１ － － － － １ 

細則第７条第４号 

(研究職の２級以上) 
２ － １ － － ３ 

細則第７条第５号～

７号、９～11号 

(医療職) 

10 

(１) 
65 － － － 

75 

(１) 

第14条第３号 

(他の地方公共団体又は国の

在職者) 

４ 

(４) 
－ － 

３ 

(３) 
－ 

７ 

(７) 

第14条第４号 

(かつて職員であった者) 
－ － － － － － 

第14条第５号・９号 

(競争試験を行うことが不適

当な職) 

３ ４ － ３ － 10 

第14条第８号 

(任命権者に委任） 
－ － － － － － 

地方公共団体の一般職の任期付職員

の採用に関する法律第３条 
９ － － － － ９ 

地方公共団体の一般職の任期付職員

の採用に関する法律第４条 
－ － － － － － 

地方公共団体の一般職の任期付研究

員の採用に関する法律第３条 
－ － － － － － 

合           計 
59 

(14) 
70 ２ 

19 

(16) 
１ 

151 

(30) 

(注) （ ）内は割愛採用で、内数である。 

 



ｂ 職種別状況 

部  局  

職  種 
知事部局 病院局 教育委員会 警察本部 委員会等 計 

 

 

 

行 政 職 

部・次長級 １     １ 

課 長 級 ３   １  ４ 

課 長 補 佐 ２    １ ３ 

係      長 １     １ 

主任・主任

主事・主任

技 師 ・ 主

事・技師級 

30 ５ １ ２  38 

計 37 ５ １ ３ １ 47 

 

 

公 安 職 

警 視    ４  ４ 

警部・警部

補級 
   ８  ８ 

巡 査 部 長    ３  ３ 

巡査長・巡

査 
   １   １ 

計    16  16 

海 事 職     1     １ 

研 究 職 学 芸 員   １     １ 

研 究 員 １  １   ２ 

医療職(一) 医   師 ６     ６ 

医療職(二)  ４ 15    19 

医療職(三)   50    50 

任期付職員  ９     ９ 

合          計 59 70 ２ 19 １ 151 

 



選
 

考
 

試
 

験

2

2

1

1

1.0

1.0

15.0

19.0

8.0

4.4

1.5

2.0

5.0

50.0%

33.3%

2.0

3.0

100.0%

100.0%

6.7%

5.3%

12.5%

22.6%

66.7%

50.0%

20.0%

1

0

1

0

1

1

1

1

14

2

1

43

3 3

4

3 3

1 1

6

44

4

1

2 2

6

6 6

2 2

1

100.0%

75.0%

50.0%

90.5%

88.9%

66.7%

100.0%

100.0%

100.0%

83.3%

100.0%

50.0%

100.0%

2

33

0

無 線 従 事 者

船 舶 乗 組 員
（ 航 海 ）

2

1

1

1

1障 が い 者 対 象
警 察 事 務

1

1

採用者数
R6.5.1現在

13

1

3 3

3

障 が い 者 対 象
一 般 事 務
（ 知 的 障 が い 者 ）

障 が い 者 対 象
一 般 事 務
（ 精 神 障 が い 者 ）

障 が い 者 対 象
学 校 事 務

受験者数
（Ｂ）

第２次試験なし

第２次試験なし

1

1

1

5

9

1

1

1次：9/24
2次：10/23

1次：10/15
2次：11/11～13

1次：6/18
2次：7/22

1次：10/22
2次：11/23

1次：10/22
2次：11/23

1次：10/22
2次：11/23

1次：10/22
2次：11/23

1次：10/22
2次：11/23

9/24

原 子 力 1 0

9/24

1次：6/18
2次：7/22

2

6

6

1

4

30

21

9

93

障 が い 者 対 象
一 般 事 務
（ 身 体 障 が い 者 ）

学 芸 員
（ 教 育 普 及 ）

c　公開選考試験実施結果（a及びbの一部）

受験申込者数
（Ａ）

採用予定
人員

試 験 区 分

獣 医 師

薬 剤 師

3

3

第２次試験なし

第２次試験なし

第１次試験
合格者数（Ｃ）

試験日

1

0

14

1

1

6/25

6/25

1次：6/18
2次：7/22

試験
種類

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

最終合格者数
（Ｄ）

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第２次試験
受験者数

4

第２次試験なし

3

2

6

5

1

15

19

8

62

文 化 財 研 究 員
（ 日 本 古 代 史 ）

文 化 財 研 究 員
（ 日 本 民 俗 学 ）

島 根創 生推 進枠
（ 行 政 ）

学 校 事 務
（ 経 験 者 ・ 出 雲 地 区 ）

3



採用者数
R6.5.1現在

受験者数
（Ｂ）

受験申込者数
（Ａ）

採用予定
人員

試 験 区 分
第１次試験

合格者数（Ｃ）
試験日

試験
種類

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

最終合格者数
（Ｄ）

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第２次試験
受験者数

選
 

考
 

試
 

験

284.2

12/2

11/5

11/18

1

1

1

23.6%

100.0% 1.0

33

1

0

1

0

0.0%

第２次試験なし

0

71.4%

100.0%

100.0%

50.0%

100.0% 第２次試験なし

100.0%

100.0%

72 71

第２次試験なし0

140

2

1

2

1

1

1

1

2

196

1

2

2

鳥 獣 対 策

合 計

船 舶 乗 組 員
（ 航 海 ）
（ 第 ２ 回 ）

警 備 艇 乗 組 員

警 察 官
（ 再 採 用 ）

50

1

1

2

1

1

2

2

ヘ リ コ プ タ ー 整 備 士

職 業 訓 練 指 導 員
（ 事 務 ワ ー ク 科 ）

総 合 土 木

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

第２次試験なし

2 4/232

100.0%

100.0%

1.0

1.0

1/6

9/3

9/24

1

Uターン･Iターン型経験者



採用者数
R6.5.1現在

受験者数
（Ｂ）

受験申込者数
（Ａ）

採用予定
人員

試 験 区 分
第１次試験

合格者数（Ｃ）
試験日

試験
種類

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

最終合格者数
（Ｄ）

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第２次試験
受験者数

選
考
試
験

（
知
事
部
局

）

研 究 員
（ 応 用 科 学 分 野 ）

1 3 3 100.0% 3 3 1

研 究 員
（ 機 械 ・ 金 属 分 野 ）
（ １ １ 月 実 施 ）

1 1 0 0.0%

33.3% 3.0 1 1次:6/18～19
2次:7/21

研 究 員
（ 機 械 ・ 金 属 分 野 ）

1 1 1 100.0% 1 0 0 0.0% 1次:6/18～19
2次:7/21

1次:11/5～6
2次:12/2

合 計 3 4 3 75.0% 3 3 1 33.3% 3.0 1



採用者数
R6.5.1現在

受験者数
（Ｂ）

受験申込者数
（Ａ）

採用予定
人員

試 験 区 分
第１次試験

合格者数（Ｃ）
試験日

試験
種類

最終合格率
(Ｄ)/(Ｂ)

最終倍率
(Ｂ)/(Ｄ)

最終合格者数
（Ｄ）

受験率
(Ｂ)/(Ａ)

第２次試験
受験者数

69合 計 100 111 108 97.3% 79 73.1% 1.4

2 11/23

助 産 師 3 6 5 83.3% 第２次試験なし 3 60.0% 1.7 2 7/16～17

診療情報管理士
（ 2 回 目 ） 1 2 2 100.0% 第２次試験なし 2 100.0% 1.0

1 9/16

社 会 福 祉 士 2 5 5 100.0% 第２次試験なし 2 40.0% 2.5 1 9/16

医 療 情 報 技 師 1 1 1 100.0% 第２次試験なし 1 100.0% 1.0

1 8/26

臨 床 検 査 技 師
（ 経 験 者 ）

2 1 1 100.0% 第２次試験なし 1 100.0% 1.0 1 9/2

栄 養 士 1 3 3 100.0% 第２次試験なし 1 33.3% 3.0

1 8/26

言 語 聴 覚 士 1 1 1 100.0% 第２次試験なし 1 100.0% 1.0 1 8/26

理 学 療 法 士 1 8 8 100.0% 第２次試験なし 1 12.5% 8.0

1.0

3 8/5

診療情報管理士 1 第２次試験なし 0

臨 床 工 学 技 士 3 6 6 100.0% 第２次試験なし 3 50.0% 2.0

1.3 6 11/23

2 6/3

臨 床 検 査 技 師 4 8 8 100.0% 第２次試験なし 6 75.0% 1.3 6 8/5

薬 剤 師 3 3 3 100.0% 第２次試験なし 3 100.0%

選
 

考
 

試
 

験
 

（
 

病
 

院
 

局
 

）

看 護 師
（ 推 薦 枠 ）

7 6 6 100.0% 第２次試験なし 5 83.3%

看 護 師
（ 2 回 目 ）

20 8 8 100.0% 第２次試験なし 6 75.0%

1.2 5 5/20

看 護 師 50 53 51 96.2% 第２次試験なし 44 86.3% 1.2 37 7/16～17



⑵ 職員の給与等に関する報告及び勧告 

本委員会は県議会及び知事に対し、令和５年10月12日、地方公務員法第８条、第14条及び第26条の規定に基づき、

職員の給与等に関する報告を行い、併せて給与について勧告した。その概要は次のとおりである。 

ア 報  告 

(ア) 職員給与等に関する報告 

ａ 職員給与等の状況について 

県職員の令和５年４月現在における給与等の実態は、次のとおりである。 

 

給料表別職員数等 

区   分 

給 料 表 

職員数 平均年齢 平均経験年数 

令和５年 令和４年 令和５年 令和４年 令和５年 令和４年 

 人 人 歳 歳 年 年 

行 政 職 
3,737 

(31.5%) 

3,717 

(31.1%)  
41.6 41.8 20.0 20.2 

公 安 職 
1,467 

(12.4%) 

1,474 

(12.3%)  
38.1 38.0 17.0 16.8 

海 事 職 
45 

(0.4%)  

48 

(0.4%)  
36.3 36.6 16.9 17.1 

研 究 職 
225 

(1.9%)  

226 

(1.9%)  
42.7 42.5 19.7 19.5 

医 療 職 （ １ ） 
54 

(0.5%)  

49 

(0.4%)  
39.7 39.9 15.8 15.8 

医 療 職 （ ２ ） 
102 

(0.8%)  

101 

(0.8%)  
43.0 42.4 19.3 18.4 

医 療 職 （ ３ ） 
85 

(0.7%)  

87 

(0.7%)  
37.6 38.1 15.3 15.8 

高 等 学 校 等 教 育 職 
1,967 

(16.6%)  

1,998 

(16.7%)  
45.5 45.3 22.7 22.4 

中 学 校 ・ 小 学 校 等 

教 育 職 

4,190 

(35.3%)  

4,245 

(35.5%)  
43.2 43.8 20.3 20.9 

合 計 
11,872 

(100.0%) 

11,945 

(100.0%) 
42.3 42.6 20.1 20.3 

（注） 構成比については、小数点以下１位未満の端数は四捨五入したため、合計が100にならない場合が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

職員の平均給与月額の状況 

区 分 

項 目 

全職員 行政職の職員 

令和５年 令和４年 令和５年 令和４年 

 円 円 円 円 

給 料 347,780 348,472 315,463 317,040 

管 理 職 手 当  6,474 6,458 8,813 8,856 

扶 養 手 当  9,506 9,719 8,662 9,064 

地 域 手 当  585 546 623 639 

住 居 手 当  5,313 5,146 5,097 4,713 

特 地 勤 務 手 当 4,264 4,090 2,867 2,632 

そ の 他 2,971 2,800 1,517 1,542 

合 計 376,893 377,231 343,042 344,486 

（注）１ 給料には、給料の調整額及び教職調整額を含む。 

２ 特地勤務手当の欄は、特地勤務手当（準ずる手当を含む。）及びへき地手当（準ずる手当を含

む。）の合計額である。 

３ その他は、単身赴任手当（基礎額）等である。 

ｂ 民間給与等の状況について 

(ａ) 本年の民間給与実態調査の状況 

本委員会は、職員の給与等と比較検討するため、人事院等と共同で、企業規模50人以上で、かつ、事業所

規模50人以上の県内の民間事業所244のうちから層化無作為抽出法により抽出した134事業所を対象に「令和

５年職種別民間給与実態調査」を実施した。 

この調査では、公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種4,285人及び医師等職種903人に

ついて、本年４月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額及び当該従業員の役職段階、学歴、年

齢等を詳細に調査するとともに、各民間企業における給与改定の状況等を調査している。また、民間事業所

における昨年冬と本年夏の特別給の状況等を把握するため、昨年８月から本年７月までの直近１年間の支給

実績についても調査している。 



本年の調査完了率は、調査の重要性に対する民間事業所からの格段の理解と協力を得て、88.1％と非常に

高いものとなっており、調査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映したものといえる。 

(ｂ) 本年の給与改定等の状況 

新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で58.7％（昨年56.5％）、高校卒で48.9％（同

49.1％）となっている。そのうち初任給を増額した事業所の割合は、大学卒で64.3％（同57.3％）、高校卒

で63.8％（同43.4％）、初任給を据え置いた事業所の割合は、大学卒で35.7％（同42.7％）、高校卒で

36.2％（同56.6％）となっている。 

また、一般の従業員（係員）の給与改定状況をみると、ベースアップを実施した事業所の割合は44.4％

（昨年39.7％）、ベースアップを中止した事業所の割合は6.0％（同4.7％）となっている。 

さらに、一般の従業員（係員）の定期昇給の実施状況をみると、定期昇給を実施した事業所の割合は

93.7％（同95.4％）、定期昇給を中止した事業所の割合は0.0％（同2.3％）であり、９割を超える事業所が

定期昇給を実施している。 

このように、初任給の引上げやベースアップを実施した事業所の割合は昨年より増加しており、人材確保

の必要性等を踏まえて相応の賃金水準を確保しようとする動きが見られる。 

 

民間における給与改定の状況 

（単位：％） 

項目 

役職段階 

ベースアップ 

実施 

ベースアップ 

中止 
ベースダウン 

ベース改定 

の慣行なし 

係 員 
44.4 

（39.7） 

6.0 

（4.7） 

0.0 

（0.9） 

49.6 

（54.7） 

課長級 
37.6 

（32.9） 

9.3 

（8.8） 

0.0 

（0.0） 

53.1 

（58.3） 

（注）１ ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。 

２ （ ）内の数字は、昨年の割合である。 

 

民間における定期昇給の実施状況 

（単位：％） 

項 目 

 

役職段階 

定期昇給 

制度あり 

 

定期昇給 

制度なし 

 定期昇給実施 
定期昇給 

中 止  
昨年に 

比べ増額 

昨年に 

比べ減額 

昨年と 

変化なし 

係 員 
93.7 

（97.7） 

93.7 

（95.4） 

31.7 

（41.0） 

7.7 

（3.7） 

54.3 

（50.7） 

0.0 

（2.3） 

6.3 

（2.3） 

課長級 
90.8 

（89.4） 

90.8 

（87.1） 

25.3 

（35.6） 

7.8 

（3.3） 

57.7 

（48.2） 

0.0 

（2.3） 

9.2 

（10.6） 

（注）１ 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離することができな

い事業所を除いて集計した。 

２ （ ）内の数字は、昨年の割合である。 

ｃ 物価及び生計費について 

原材料価格や燃料価格の上昇、円安の影響等により、物価は継続して上昇しており、本年４月の消費者物価

指数（総務省）は、昨年４月に比べ、全国で3.5％、松江市で4.0％と大きく上昇した。 

また、標準的な生活の水準を求めるため、勤労者世帯における消費支出（総務省「家計調査」）等を基礎と



して算定した本年４月の松江市における２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ119,650

円、164,820円及び209,980円となっている。 

最近の物価の上昇は３％を超える大きなものとなっており、今後、物価の動向や、これを受けた民間給与の

状況や生活面への影響がどうなっていくのか、注視していく必要がある。 

ｄ 国家公務員及び都道府県職員の給与について 

先に総務省が公表した令和４年４月１日現在の都道府県ラスパイレス指数（行政職）の平均は、98.9であっ

た。 

本県のラスパイレス指数は98.1（令和３年98.5）と、国家公務員より低い水準であり、都道府県でも低い水

準となっている。 

 

都道府県のラスパイレス指数の分布状況 

（令和４年４月１日現在） 

指 数 分 布 区 分  都 道 府 県 数 

102以上 １ 

100以上 102未満 19 

98以上 100未満 23 

96以上  98未満 ３ 

       96未満 １ 
  

都 道 府 県 平 均 指 数 98.9 
  

島 根 県 98.1 

備考 ラスパイレス指数：地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表㈠の適用職員の俸給額と

を、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したもので、国を100としたも

の。 

ｅ 人事院勧告等の概要 （省略） 

ｆ 職員給与と民間給与との比較 

(ａ) 月例給 

職員給与と民間給与との比較は、職員と民間企業従業員の同種・同等の者同士を比較することを基本とし

て、公務においては行政職給料表適用者、民間においては公務の行政職と類似すると認められる事務・技術

関係職種の者について行っている。 

また、職員と民間企業従業員では、それぞれ年齢、学歴などの人員構成が異なっており、このように異な

る集団間での給与の比較を行う場合には、それぞれの集団における単純な給与の平均値を比較することは適

当ではないため、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を対比させ、精密に比

較（ラスパイレス方式）を行っている。 

本年４月分の給与額について、職員給与と民間給与を比較すると、民間給与354,189円に対して職員給与

は350,571円であり、職員給与が3,618円（1.03％）下回っている。 

 

職員給与と民間給与との較差 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 
較  差 

Ａ－Ｂ ((Ａ－Ｂ)／Ｂ×100) 

354,189円 350,571円 3,618円（1.03％） 

（注） 民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者及び任期付職員は含まれていないため、職員給与の



額はａの表「職員の平均給与月額の状況」の額とは異なっている。 

(ｂ) 特別給 

本委員会は、民間における特別給の支給割合（月数）を算出し、これを職員の期末手当及び勤勉手当の年

間の平均支給月数と比較した上で、0.05月単位で改定を行ってきている。 

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で

支払われた特別給は、平均所定内給与月額の4.29月分に相当していた。これは、昨年（4.15月分）より増加

しており、職員の期末手当及び勤勉手当の年間平均支給月数（4.15月）を0.14月分上回っている。 

 

職員の期末手当及び勤勉手当と民間の特別給との差 

民間の特別給（Ａ） 職員の期末・勤勉手当（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ） 

4.29月分 4.15月分 0.14月分 

ｇ 本年の給与改定 

 職員の給与決定に関する諸条件については、以上述べたとおりである。 

これらの調査結果等を基に、国及び他の都道府県の動向等を踏まえ、様々な角度から慎重に検討を重ねた結

果、職員の給与について所要の措置を講ずる必要があると判断し、次のとおり報告する。 

(ａ) 月例給について 

前記ｆ(ａ)のとおり、本年４月分の給与について、職員給与が民間給与を3,618円（1.03％）下回ってい

る。 

よって、月例給については、民間給与水準と均衡させるよう引上げ改定することが適当と判断した。 

本年８月に人事院が勧告した俸給表においては、民間企業における初任給の動向や、公務において人材確

保が喫緊の課題であること等を踏まえ、若年層が在職する号俸に重点を置き、そこから改定率を低減させる

形で引上げ改定を行うこととされている。 

民間との給与比較を行っている本県の行政職給料表については、人事院が勧告した俸給表をもとに、本県

の公民較差を考慮し、若年層を中心とした引上げ改定を行うこととする。 

行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して、行政職給料表と同様の改定を

行うものとする。ただし、医療職給料表⑴については、従来より国との均衡を重視してきたことから、人事

院勧告に準じた改定を行うこととする。 

なお、改定については、本年４月の職員給与と民間給与を均衡させるものであることから、同月に遡及し

て実施することとする。 

(ｂ) 期末手当及び勤勉手当について 

前記ｆ（ｂ）のとおり、職員の期末手当及び勤勉手当の年間平均支給月数（4.15月）は、民間事業所の特別

給の支給割合（4.29月分）を0.14月分下回っている。 

よって、職員の期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支給割合と均衡させるよう、0.15月分

引き上げることが適当と判断した。 

引上げにあたっては、国の支給割合との均衡を考慮し、期末手当及び勤勉手当に配分することとし、本年

度については、12月期の期末手当を0.1月分、勤勉手当を0.05月分引き上げ、令和６年度以降においては、

６月期及び12月期の期末手当をそれぞれ0.05月分ずつ、勤勉手当をそれぞれ0.025月分ずつ引き上げること

とする。 

なお、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当並びに任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当につい

ても、支給月数を引き上げることとする。 

(ｃ) 初任給調整手当 

医師に対する初任給調整手当については、医療職給料表⑴の改定状況を勘案し、人事院勧告に準じて改定



を行い、本年４月に遡及して実施することとする。 

ｈ その他の課題 

(ａ) 特殊勤務手当について 

  特殊勤務手当については、状況の変化等に応じて定期的に見直しを行ってきたところであるが、昨今の社

会情勢の変動や業務内容の変化等を踏まえ、業務の実績や特殊性についてその現状を十分に把握したうえ

で、それぞれの業務の特殊性を適切に反映した支給内容となるよう、見直しを行う必要がある。 

(ｂ) 通勤手当について 

自動車等の交通用具使用者に係る通勤手当については、昨今のガソリン価格の上昇を踏まえ、その改定の

必要性について慎重に検討してきたところである。 

その結果、現行手当額改定時と比較して燃費が向上していることや、国及び他の都道府県の手当額と比較

しても概ね均衡しており改定が必要と認められる状況ではないこと、国においても改定の勧告がなされなか

ったことから、本年については改定を行わないこととする。 

なお、今後の燃料価格の動向が不透明であることから、引き続き注視していく必要がある。 

(ｃ) 在宅勤務等手当について 

 本年の人事院勧告において、在宅勤務等に伴う光熱・水道費等の費用負担を軽減するため、在宅勤務等を

中心とした働き方をする職員に対する在宅勤務等手当を新たに設けることが示された。 

 本県における在宅勤務の実施状況を踏まえ、他の都道府県の手当導入状況等を参考としつつ、慎重に検討

していく必要がある。 

(ｄ) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備について 

 本年の人事院報告において、給与制度のアップデートの概要として、行政サービス提供体制や人材確保等

にも配慮しつつ、より職務や個人の能力・実績に応じた体系となることを方針とした「令和６年に向けて措

置を検討する事項の骨格案」が示された。 

 骨格案においては、「人材の確保への対応」、「組織パフォーマンスの向上」及び「働き方やライフスタ

イルの多様化への対応」を念頭に、主に取り組む事項が示されたところであるが、具体的な制度設計の詳細

は今後検討される予定であることから、引き続き国の動向を注視していく必要がある。 

(ｅ) 会計年度任用職員の給与について 

 国は、本年５月に地方自治法を改正し、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の観点か

ら、パートタイムの会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を令和６年度から可能とした。 

 これに伴い、任命権者においては、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について、法改正の趣旨等

を踏まえ、検討を進める必要がある。 

 あわせて、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給にあたっての成績率の取扱いや人事評価の結果の活

用等の具体的な支給方法については、職種や業務内容が多岐にわたるため、十分な検討を行う必要がある。 

 また、国は、非常勤職員の給与について、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、本年

４月に非常勤職員の給与に関する指針を改正し、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合に

は、常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加した。 

 これに伴い、本県においても、常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与の取扱

いについて、国の取扱いを踏まえ、検討を行う必要がある。 

(イ) 人事管理に関する報告 

ａ 働き方改革の推進 

職員の健康保持や人材確保の観点等から長時間勤務の是正は喫緊の課題であり、その縮減に取り組んでいく

必要がある。 

公務職場が魅力的であるためには、職員が働きやすい勤務環境を整備し、働き方改革を推進していくことが



重要である。 

(ａ) 長時間勤務の是正 

本県では、令和元年度から、人事委員会規則により、時間外勤務命令を行うことができる上限を、原則、

月45時間、年360時間以内とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間以内、単月100時間未満、

複数月平均80時間以内とした。 

なお、大規模な災害への対応等公務の運営上、真にやむを得ない場合には、この上限を超えることがで

きる。 

上限の時間を超えた場合には、当該時間外勤務を命ずることが公務の運営上、真にやむを得なかったの

か事後的に検証を行うものとしたが、緊急的な対応にあっても、職員の勤務状況や健康状態を注視し、安

易な運用にならないようにすることが重要である。 

この上限規制の導入に併せ、任命権者において、時間外勤務の縮減に向けた働き方改革の取組が強化さ

れ、予算編成を通じた事業のスクラップ・アンド・ビルドの徹底、業務プロセスの見直しなど、業務量の

削減、効率化が推し進められている。 

さらに、知事部局においては月の途中で個人毎の時間外勤務の状況を確認し、総務部と各部局が連携し

て、改善策の共有や長時間勤務是正に向けた取組を行っているほか、毎月の部局長会議において、各部局

の長時間勤務職員数（月80時間超、月45時間超）を報告し、各部局に改善を求める等、時間外勤務縮減に

向けた取組が進められている。（注１） 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応があったものの、全庁的に取り組む体制

を構築する等の取組を進めたことにより、時間外勤務は前年度に比べ減少した。さらに、令和５年度は、

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが第５類感染症に変更されたことに伴う業務負担軽減や、こ

れまでの取組の成果により、第１四半期における時間外勤務は前年度の同時期と比べ減少している。 

本委員会としては、時間外勤務の状況を把握し、必要に応じて任命権者を指導するとともに、長時間勤

務是正の進捗状況を注視していく。 

（注１） 

１ 月45時間を超える時間外勤務を行った職員の延べ人数（病院局を除く。） 

Ｒ２年度：2,631人  Ｒ３年度：3,528人  Ｒ４年度：2,925人 

２ 「１」の内、月100時間又は月平均80時間超の時間外勤務を行った職員の延べ人数（病院局を

除く。） 

Ｒ２年度：273人   Ｒ３年度：579人   Ｒ４年度：471人 

(ｂ) 教職員の負担軽減の推進 

全国的に教育職員の長時間勤務の改善が課題となる中、本県の教育職員についても、教育職員の

高い使命感と熱意に支えられて長時間勤務が行われていること、教育職員の多忙感・負担感が限界

に達している状況にあることや、健康保持やワーク・ライフ・バランスの観点はもとより、教育を

より充実させる観点からも教育職員の負担軽減とゆとりを持って児童・生徒と向き合える時間の確

保を図る必要があることが確認されている。 

本委員会でも、昨年８月に県立の高等学校を、本年７月には県内の小学校、中学校を訪問し、教

職員の時間外勤務の状況、教職員と部活動の関わりやICTを活用した業務負担の軽減、教育活動にお

ける地域との連携の現状など、教職員の勤務状況等についての実態把握を行い、教職員の負担を軽

減し、児童・生徒と向き合える時間の確保及びワーク・ライフ・バランスの推進を図る必要がある

ことを確認した。 

教職員の負担軽減への対策について、任命権者では、国のガイドラインを踏まえ、平成31年３月

に「教職員の働き方改革プラン」を策定し、令和元年度以降３年間を重点期間として、時間外勤務



時間を全学種平均で１人あたり月45時間、年360時間以内とする目標に向け、事務作業を補助するス

クールサポートスタッフ（小中学校）及び業務アシスタント（高等学校）の配置、全日制普通科高

等学校すべてに主幹教諭を県単独で加配する等、総合的な取組が行われた。 

令和４年度には、３年間の取組の検証が行われ、プラン策定前は月65.1時間であった１人あたり

の時間外勤務時間の平均が令和３年度には月36.6時間まで減少するなど、一定の成果が見られた。 

一方で、時間外勤務について、学校種・学校規模・職種による差異（注１）や教職員間での二極化の

傾向があること、ワーク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合が令和元年度に比

べ減少している（注２）ことなど、新たな課題も明らかになった。 

今回の検証等を踏まえ、教育職員が担うべき業務については、専門的知見を基に困難事案につい

て教育職員を支えるスクールロイヤーやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを、

また、教育職員以外でも担うことができる業務については、教育職員の業務を代わって行うスクー

ルサポートスタッフや学校アシスタント等、外部サポート人材を活用することにより、負担の軽減

を図る必要がある。併せて、教職員間での二極化を解消するために、業務の平準化に関する好事例

の収集・展開等を図り、教職員一人一人が担う業務の適正化を推進する必要がある。 

これらの取組を進め、更なる時間外縮減を図るとともに、教職員が児童・生徒と向き合える時間

を確保していく必要がある。 

また、令和４年10月に４校（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 各１校）を対象に実施

された教職員の持ち帰り仕事の実態調査では、約７割の教職員が持ち帰り仕事を行っていたとの結

果となった。当該調査は限られた範囲での調査であったことから、令和５年度には、持ち帰り仕事

の実態について幅広く調査を行うこととされている。持ち帰り仕事の有無や時間、内容について分

析を行い、当該分析結果を踏まえて教職員の働き方改革の取組を進めていく必要がある。 

部活動のあり方については、スポーツ庁・文化庁から令和４年12月に「部活動の在り方に関する

総合的なガイドライン」と「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した「学

校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が示された。国の

方針も踏まえつつ、部活動の適正な運営の在り方を検討し、教職員の部活指導における負担軽減を

図っていく必要がある。 

特に、部活動の指導について、部活動指導員や外部指導者の確保は時間外勤務縮減や精神的負担

軽減など、教職員の負担軽減を進めるうえで有効であることから、地域の実情を踏まえながら取り

組んでいく必要がある。 

教育職員の時間外勤務については、本年８月に中央教育審議会の特別部会で「教師を取り巻く環

境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）」が取りまとめられた。この提言の内容等も踏

まえながら、県立学校の教育職員の業務の量の適切な管理に関する規則などに定められた時間外在

校時間の上限時間を超えないよう業務の量の管理を適切に行い、長時間勤務の是正をさらに図る必

要がある。 

なお、教職員の負担軽減の推進は、教育委員会や教職員の努力だけで達成することは難しく、地

域社会の理解と協力を得ることが重要であると認識している。 

本委員会としても、教職員の心身の健康保持が図られ、やりがいを感じながら児童・生徒と向き

合うことができる環境の整備が図られるよう、取組状況を注視していく。 

（注１） 時間外勤務の状況（令和３年度） 

１ 学校種別時間外勤務の時間数ごとの人数分布の状況（月平均） 

学 校 種 
15h 

未満 

15～30h 

未満 

30～45h 

未満 

45～60h 

未満 

60～80h 

未満 
80h以上 



小 学 校 27％ 24％ 21％ 14％ 10％ 4％ 

中 学 校 17％ 20％ 18％ 17％ 15％ 13％ 

高 等 学 校 20％ 20％ 18％ 14％ 13％ 15％ 

特 別 支 援 学 校 39％ 31％ 20％ 7％ 3％ 0％ 

 

２ 学校規模別の時間外勤務状況（高等学校のみ）（月平均） 

 １学年２学級以下 １学年３～４学級 １学年５学級以上 

全 高 等 学 校 の 平 均 37.9h 42.2h 51.1h 

普 通 高 等 学 校 の 平 均 36.9h 48.2h 57.2h 

 

３ 職種別時間外勤務の状況（月平均） 

 

 

 

 

 

※１ 教諭には助教諭・講師を含む。 

※２ 養護教諭には養護助教諭を含む。 

※３ 栄養教諭には学校栄養職員を含む。 

 

（注２） ワーク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合（全校種） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 

57％ 64％ 42.6％ 

ｂ 人材の確保及び育成 

(ａ) 人材の確保 

ⅰ 職員の採用 

若年人口の減少や民間企業の高い採用意欲、他の自治体との競合等を背景に、近年、採用試験の

受験者数が減少している。 

このため、これまでも、特別な公務員試験対策を要しない試験区分の創設、新たな経験者採用試

験の実施、試験日程の追加など、受験者確保のための試験制度の見直しを行ってきた。 

また、県職員の仕事の魅力ややりがい等を伝えるため、新たなWebサイトの開設、就職説明会の

開催、島根県庁短期仕事体験や学生との座談会の実施等、任命権者と連携のうえ、より効果的な情

報発信を積極的に行い、受験者確保に取り組んでいる。 

このような取組を行っているものの、大学卒業程度試験の受験者は昨年度と比べ減少し（注１）、

一部の技術系職種については受験者数が採用予定者数を下回るなど、人材の確保が困難な状況とな

っている。特に獣医師については、毎年度10名程度の欠員が生じており、人材の確保が大きな課題

となっている。 

今後も任命権者と連携し、県職員の仕事の魅力ややりがい等を積極的に情報発信するなど県職員

を志望する者を増やす取組を進めるとともに、試験区分ごとに検証を行い、適宜、必要に応じて試

験制度の見直しを行うことで受験者確保を図っていく。 

障がい者の採用については、昭和63年度から身体障がいを対象として選考試験を実施してきた

が、障がい者雇用の一層の促進を図るため、一般事務については平成30年度から試験区分を、学校

事務及び警察事務については令和２年度から受験資格を、それぞれ身体・知的・精神の３障がいに

拡大し実施しているところである。 

学 校 種 校 長 教 頭 主幹教諭 教 諭 養護教諭 栄養教諭 

小 ・ 中 学 校 32.1h 49.6h 56.9h 42.0h 26.3h 22.0h 

高 等 学 校 34.6h 52.5h 70.1h 45.8h 19.5h - 

特 別 支 援 学 校 28.2h 47.7h 35.8h 21.3h 10.7h 12.3h 



障がい者の採用にあたっては、障がいのある職員が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進める

ことが必要であり、各任命権者は、策定している障がい者活躍推進計画に基づき、障がいのある職

員の定着・活躍に向けた取組を推進している。 

引き続き、同計画に定める取組を着実に実施し、障がいのある職員が、障がい特性や個性に応じ

て能力を十分に発揮し、働きやすく、やりがいを感じることができる職場づくりを進める必要があ

る。 

（注１） ４月と６月に実施した大学卒業程度採用試験第一次試験受験者数の比較  

Ｒ４年度：472人  Ｒ５年度：433人 

ⅱ 教育職員の採用 

全国的に教育職員の不足が問題となっており、本県においても令和５年４月１日時点に公立学校

において37名の欠員が生じる等、人材の確保が大きな課題となっている。 

教育職員が不足する要因として、志望者の減少等により、必要数に見合った教育職員を確保でき

ないことが挙げられる。 

このため、教育委員会では新たな試験制度の導入、教員の魅力を発信するポータルサイトの開設

等、教員志望者の裾野を広げる取組を行っている。 

さらに、志望者減少の背景として長時間勤務等、勤務環境への懸念・不安等も存在していると考

えられることから、働き方改革にも取り組んでいる。 

また、これまで教育現場を支えてきた講師や再任用職員の確保が困難になっていることも教育職

員の不足の要因となっている。 

このため、働き方改革をより一層進めるとともに、教員志望者を増やすための魅力発信、受験者

確保のための試験制度の見直しなど総合的に取組を行っていく必要がある。 

ⅲ 警察官の採用 

警察官採用試験の受験者は、近年、大幅に減少しており人材確保が厳しい状況となっている。 

このため、県内外の大学及び専門学校や県内高校への訪問、オンラインによる説明会の実施、職

業体験の実施、若手職員の人脈を活かした採用募集活動、SNS等を活用した情報発信等の活動を積

極的に行い、受験者確保のための取組を強化している。 

また、結婚や出産、介護等でやむを得ず警察官を退職した人で、再び警察官として勤務したいと

考えている方を対象とした警察官（再採用）試験を実施する等、人材確保を図っている。 

今後も、警察官の仕事の魅力ややりがい等を積極的に情報発信していくとともに、必要に応じて

試験制度の見直しを検討していく必要がある。 

(ｂ) 人材の育成 

人口減少・少子高齢化が進む中、過去に経験のない新たな課題に直面するなど、複雑・高度化する

行政課題に迅速かつ的確に対応し、県民の期待と信頼に応えていくためには、限られた人材を最大限

に活用することが必要であり、職員一人一人の公務に対する意欲と能力を高めるための人材育成がま

すます重要となっている。 

職員の人材育成については、令和５年４月に人材育成基本方針が改定され、職場研修、職場外研

修、人事異動、人事評価制度、能力発揮のための環境整備などの各施策を相互に連携させ、人事管理

全体を通じた総合的かつ計画的な人材育成の取組が行われている。 

令和５年度からは、本庁係制や定年引上げを踏まえ、「新任係長・主幹研修」、60歳を迎える職員

向け研修を実施するなど新たな取組も行われている。 

今後、管理職や課長補佐級を担う職員が減少し、若手職員が増加することが見込まれることから、

管理職を見据えた職員の育成を進めるとともに、職員一人一人の能力が最大限に発揮されるよう、階



層別の人材育成に取り組むなど、人材育成の取組を一層進めていく必要がある。 

ｃ 能力・実績に基づく人事管理の推進 

職員の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率の向上を図るためには、職員の能力と実績を適切

に把握し、人事異動や昇進管理、給与処遇に適時的確に反映していくことが必要である。 

そのため、地方公務員法が改正され、能力と実績に基づく人事管理の徹底を図るべく、人事評価制度

が導入され、任命権者において、人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用

し、人事評価の結果に応じた措置を講じることが義務づけられている。 

本委員会では、これまで各任命権者に対して、地方公務員法の趣旨・規定を踏まえ、公正な人事評価

制度を確立し、速やかに評価結果の処遇反映を進めるよう言及してきており、令和５年度からすべての

任命権者において、勤勉手当及び昇給に活用が図られている。 

職員の意欲と能力を引き出すためには、公正な人事評価制度の運用が不可欠である。 

このため、評価を行う職員の評価・育成能力の向上に向けた研修を充実させるとともに、期首面談で

の目標等の共通認識、期末面談での評価結果のフィードバック等を通じて、評価職員と部下職員の円滑

なコミュニケーションを適切に図り、職員個人の成長を組織としての課題解決能力に繋げていく必要が

ある。 

ｄ 勤務環境の整備（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

本県においては、令和２年３月に、令和６年度までを計画期間とする「すべての職員がいきいきと働

き、能力を発揮できる職場づくり推進計画−島根県特定事業主行動計画-」（以下、「特定事業主行動計

画」という。）が策定され、「男女ともにワーク・ライフ・バランスを実現し、その能力を伸ばし発揮

して、いきいきと働くことができる職場」を「目指す姿」として様々な取組が進められている。 

職員が意欲を持って仕事に取り組むとともに、家庭や地域においても充実した生活を送ることができ

るようにするワーク・ライフ・バランスを実現することは重要な課題であり、そのための勤務環境の整

備に努めなければならない。 

(ａ) 女性活躍推進及び仕事と生活の両立支援 

ⅰ 女性職員の能力発揮のための環境づくり 

 女性職員がその能力を伸ばし発揮していくために、多様な部署への積極的な配置や、個々の持つ能力

や強みを活用して管理職への登用を行う等、自らが希望する働き方を選択しながら、意欲をもって働く

ことのできる職場環境づくりが進められている。 

 また、長期的なキャリアビジョンを意識して仕事に取り組む姿勢を身につけることができるよう、キ

ャリア形成支援の取組も進められている。 

 このような取組の結果、知事部局における職員の管理職に占める女性の割合、教育委員会における初

等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割合はいずれも着実に増加している。（注１） 

 引き続き、特定事業主行動計画に掲げた「目指す姿」の達成に向けて、計画で示した様々な取組を一

つ一つ速やかに具現化し、着実に実行していくことが必要である。 

 本委員会としても、女性職員がやりがいを心から感じながら活躍することができるよう、取組状況を

注視する。 

（注１） 特定事業主行動計画で定められた数値目標に対する実績 

１ 職員の管理職に占める女性の割合（知事部局等）（目標値 15%） 

      Ｒ２年：12.4%  Ｒ３年：13.0%  Ｒ４年：14.1% Ｒ５年：14.8% 

２ 初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割合（教育委員会）（目標値 15%）  

      Ｒ２年：13.6%  Ｒ３年：14.8%  Ｒ４年：16.3%  Ｒ５年：17.2% 

ⅱ 仕事と生活の両立支援 



仕事と生活の両立支援を推進するためには、年次有給休暇等の休暇が取得しやすい職場環境づ

くりを進める必要があり、特定事業主行動計画において年次有給休暇の年間平均取得日数の目標

を定め、取得促進に取り組んでいる。（注２） 

このような取組に加えて、出産や育児など様々なライフイベントに応じた支援を充実させてい

くことも重要である。 

令和４年４月１日に改正施行された職員の育児休業等に関する条例において、任命権者に対し

て、職員が育児休業を取得しやすい環境を整備するための措置が義務づけられた。これを受け、

取得を希望する男性職員すべてが職場に気兼ねなく育児休業を取得できるよう、配偶者が妊娠し

た男性職員から「育児休業等取得計画書」を提出してもらうこととされた。所属においては、育

児休業等の計画が１か月に満たない場合は、業務調整等が支障になっていないかなどその理由を

確認するとともに、職員が不在にする間の「職場対応計画書」を作成するという新たな取組が始

められている。 

取組の効果もあり、知事部局における男性職員の育児休業取得率は近年、大幅に上昇してい

る。（注３） 

男性職員が育児休業を取得することは、仕事と生活の両立支援の推進が図られるだけではな

く、「女性の出産による心身両面の負担軽減」や「女性が意欲を持って働くことができる環境づ

くりやキャリア形成」を進めるうえでも重要である。 

このため、該当するすべての男性職員が育児休業を取得できるよう、育児休業中の業務分担や

業務の見直しへの配慮を行うなど、育児休業を気兼ねなく取得できる職場づくりをより一層進め

ていく必要がある。 

（注２）（注３） 特定事業主行動計画で定められた数値目標に対する実績 

１ 年次有給休暇の年間平均取得日数（目標値 15 日）  

知事部局  Ｒ元年：12.5 日  Ｒ２年：12.1日  Ｒ３年：12.4 日  Ｒ４年：12.3日 

教育委員会 Ｈ30年：11.1 日  Ｒ元年：10.5日  Ｒ２年： 9.5 日  Ｒ３年：11.9日 

警察    Ｒ元年：10.9 日  Ｒ２年：13.3日  Ｒ３年：13.4 日   Ｒ４年：13.3日 

２ 男性職員の育児休業取得率（目標値  知事部局等 30%、その他 13%）  

知事部局等     Ｒ元年：17.1%  Ｒ２年：36.0%  Ｒ３年：48.1%  Ｒ４年：64.6% 

教育委員会・病院局 Ｒ元年： 5.8%  Ｒ２年： 4.0%  Ｒ３年：10.1%  Ｒ４年：16.6% 

警察        Ｒ元年：  −    Ｒ２年：16.3%  Ｒ３年：17.5%  Ｒ４年：27.3% 

３ 男性の妻の出産休暇及び育児参加休暇を５日以上取得した職員の割合（県全体）（目標

値 50%） 

Ｒ元年：16.8%  Ｒ２年：27.4%  Ｒ３年：34.0%  Ｒ４年：42.9% 

(ｂ) 柔軟な働き方等への取組 

本県では、これまでも、年次有給休暇や夏季休暇の計画的取得や連続取得を推進してきたが、令和

２年４月から、年次有給休暇の取得日数の目標値が、年13日から年15日に引き上げられた。 

また、職員の希望や事情に応じて柔軟な働き方が可能となるよう、令和元年８月から時差出勤勤務

制度が導入され、令和５年度には制度の更なる拡充が行われ、より柔軟な働き方が可能となった。 

在宅勤務については、令和２年３月から新型コロナウイルス感染症拡大防止のための在宅勤務が実

施されることとなり、同年12月からは、育児、介護等と仕事の両立を支援するための在宅勤務の試行

も開始され、令和３年12月には、在宅勤務制度をより柔軟に活用できるよう、職員の意見を踏まえ申

請手続きの見直しが行われた。 

今後も、柔軟な働き方の推進と公務能率の向上を図るうえで、どのような制度とすることが望まし



いのか課題を検証していく必要がある。 

なお、令和５年度の人事院勧告において柔軟な働き方を実現するための取組として、令和７年４月

からフレックスタイム制により週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することを可能とす

る制度を導入することが示された。さらに、同勧告において、人事院規則に勤務間インターバル確保

の努力義務規定を設け、令和６年４月から施行することを目指すことが示された。 

このため、これらの制度について国や他の都道府県の動向を注視していく必要がある。 

(ｃ) 健康増進への取組 

行政課題の複雑・高度化による職務の困難性の増加やその他様々な要因により、ストレスが増大している

中、職員の心身の健康の保持・増進が必要である。 

近年、心身の不調により長期の休暇・休職をする職員が増加していることから、健康増進の取組を進めて

いく必要がある 

ⅰ 健康管理 

定年の引上げにより、今後、高齢層職員が増加していくことが見込まれることから、これまで以上に

健康管理施策を推進していく必要がある。 

令和４年度はすべての職員が定期健康診断を受診しているが、受診の結果、精密検査の必要があると

された職員のうち、実際に精密検査を受診した者は約７割となっている。 

職員の健康管理を図るためにも、精密検査の必要があるすべての職員が検査を受けるよう、受診の勧

奨等の取組を進めていく必要がある。 

ⅱ メンタルヘルス対策 

精神疾患により長期の休暇・休職をする職員が増加しており、令和４年度は長期の休暇・休職をした

職員のうち、７割を超える者が精神疾患を理由とするものとなっており、メンタルヘルス対策は重要な

課題となっている。 

また、精神疾患を理由に長期休暇・休職をする職員のうち、20代の職員の占める割合が高いことか

ら、管理監督者を中心に、上司、同僚も含めた職場ぐるみで若手職員をサポートする職場環境づくりに

努める必要がある。 

任命権者は、これまでもメンタルヘルス研修の実施、相談体制の整備、療養後の職場復帰支援事業

等、様々な取組を継続的に行ってきており、令和５年度からは高ストレス職場に対する職場環境改善の

取組に十分な時間を確保するため、これまで10月に実施していたストレスチェックの一斉実施を７月に

前倒しするなど、取組のさらなる強化を図っている。 

今後もメンタルヘルス対策を組織全体の重要な課題と位置付け、ストレスチェック制度の主旨を繰り

返し職員に周知し、職場環境の改善やセルフケア・ラインケアによる予防と早期発見に積極的に活用す

るとともに、休職者の円滑な職場復帰と再発防止を図るなど、実効性のある対策を進めていく必要があ

る。 

(ｄ) ハラスメント防止対策 

 ハラスメントは、職員の人格や尊厳を侵害し、勤務意欲を低下させ、職場環境の悪化を招くもので

あり、その防止は重要な課題である。 

 任命権者においては、これまでもパワーハラスメントを含むハラスメントの防止に関して、「ハラ

スメントの防止等に関する要綱」を作成し、研修の実施、相談窓口の複数設置、専門相談員の配置な

どの取組を行うとともに、令和２年６月１日施行の労働施策総合推進法の改正や国家公務員における   

人事院規則の整備状況も踏まえ、さらに苦情相談体制の充実など対策の強化を図っている。 

 しかしながら、令和４年度に知事部局で実施されたハラスメントの職員アンケートでは、ハラスメ

ントを受けたと感じたことがある職員のうち、約３割の職員が誰にも相談していないという結果とな



っている。 

 このため、相談窓口の周知、相談しやすい環境づくりに取り組んでいくとともに、引き続き、職員

一人一人のハラスメント防止に関する意識をより高めるなど、ハラスメントのない職場づくりの取組

を一層進める必要がある。 

 また、職員が安心して働ける職場環境をつくるため、行政サービスの利用者からの言動で、当該言

動を受ける職員が属する部局・所属の業務の範囲や程度を明らかに超える要求については、当該部

局・所属が組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図る必要がある。 

ｅ 定年の引き上げ 

職員の定年については、今年度から２年に１歳ずつ引き上げられ、令和13年度には65歳まで引き上げ

られることとなっている。 

さらに、定年引上げに併せて、役職定年制、定年前再任用短時間勤務制、情報提供・意思確認制度、

60歳に達した職員に係る給与制度及び退職手当制度の改正等が行われている。 

今後は、60歳以降も高い意欲と希望を持って働くことができることや、これまでの職務経験を活かし

て若手・中堅職員の人材育成に寄与することなどに考慮しつつ、島根県の組織全体の活性化が図られる

よう、配置ポストや役割など職務のあり方を検討する必要がある。 

また、定年引上げ期間中についても、毎年度計画的に職員を採用し、職員の年齢構成のバランスが取

れたものにしていく必要がある。 

(ウ) 勧告実施の要請 

人事委員会の勧告制度は、憲法で保障された労働基本権が地方公務員には制約されているため、その代償措置

として情勢適応の原則に基づき公務員の勤務条件を社会一般の情勢に適応させることにより、公務員の適正な処

遇を確保しようとするものである。 

厳しい県財政の下、職員には、限られた予算と人員の中で最大限の効果を発揮できるよう、複雑・多様化する

業務に対し、強い使命感を持って立ち向かっていくことが求められている。 

そうした中で、島根創生計画が目指す「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」の実現を目指して、職員

は県民の期待と信頼に応えるべく日々職務に精励している。 

給与をはじめとする職員の勤務条件は、職員の努力や成果に的確に報いるとともに、組織の活力向上等を通じ

て、行政の効率的、安定的な運営に寄与するものでなければならない。 

県議会及び知事におかれては、この報告及び勧告に御理解をいただき、また、今後の公務組織を支える人材確

保も重要であることを踏まえて、本委員会の勧告どおり実施されるよう要請する。 

イ 勧  告 

本委員会は、職員の給与等に関する報告に基づき、次の事項について改定措置を執られるよう勧告する。 

(ア) 職員の給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）、県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和29年

島根県条例第６号）及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和29年島根県条例第７号）の改正 

ａ 給料表 

現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。 

ｂ 諸手当 

(ａ) 初任給調整手当について 

ⅰ 医療職給料表⑴の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を415,600円とすること。 

ⅱ 医療職給料表⑴以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を

必要とする職にあるものに対する支給月額の限度を51,100円とすること。 

(ｂ) 期末手当及び勤勉手当について 

ⅰ 令和５年12月期の支給割合 



期末手当の支給割合を1.225月分（特定管理職員にあっては、1.025月分）とし、勤勉手当の支給割合

を1.0月分（特定管理職員にあっては、1.2月分）とすること。 

定年前再任用短時間勤務職員については、期末手当の支給割合を0.625月分（特定管理職員にあって

は、0.525月分）とすること。 

ⅱ 令和６年６月期以降の支給割合 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.175月分ずつ（特定管理職員にあって

は、それぞれ0.975月分ずつ）とし、６月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.975月

分ずつ（特定管理職員にあっては、それぞれ1.175月分ずつ）とすること。 

定年前再任用短時間勤務職員については、６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ

0.6月分ずつ（特定管理職員にあっては、それぞれ0.5月分ずつ）とすること。 

(イ) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15年島根県条例第７号）の改正 

ａ 給料表 

現行の給料表を別記第２のとおり改定すること。 

ｂ 期末手当について 

(ａ) 令和５年12月期の支給割合 

期末手当の支給割合を1.7月分とすること。 

(ｂ) 令和６年６月期以降の支給割合 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分ずつとすること。 

(ウ) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年島根県条例第８号）の改正 

ａ 給料表 

現行の給料表を別記第３のとおり改定すること。 

ｂ 特定任期付職員の期末手当について 

(ａ) 令和５年12月期の支給割合 

期末手当の支給割合を1.7月分とすること。 

(ｂ) 令和６年６月期以降の支給割合 

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分ずつとすること。 

(エ) 改定の実施時期 

この改定は、令和５年４月１日から実施すること。ただし、(ア)のｂの(ｂ)のⅰ、(イ)のｂの(ａ)及び(ウ)のｂの(ａ)につ

いては令和５年12月１日から、(ア)のｂの(ｂ)のⅱ、(イ)のｂの(ｂ)及び(ウ)のｂの(ｂ)については令和６年４月１日から実

施すること。 


